
１．改定内容

１）土木工事標準積算基準書（総則・共通編）の改定

　第Ⅰ編　第２章　工事費の積算　２－２ 運搬費

該当ページ：Ⅰ-2-②-16

　第Ⅰ編　第３章　一般管理費等及び消費税等相当額　①一般管理費等

該当ページ：Ⅰ-3-①-2

　第Ⅰ編　第9章　土木請負工事における現場環境改善費の積算

該当ページ：Ⅰ-9-①-1、Ⅰ-9-①-2

２．適用年月日

令和8年4月１日以降に起工する工事に適用する。

閲覧用

土木工事標準積算基準書について、下記のとおり一部改定いたします。

　　

記



（R7→R8）

工　種 一般土木・総則

土木工事標準積算基準書（総則・共通編）　新旧表【令和8年4月改定】
現　　行 改　　正 備考

1-3-①-2



（R7→R8）

1-3-①-2

土木工事標準積算基準書（総則・共通編）　新旧表【令和8年4月改定】

工　種 一般土木・総則

現　　行 改　　正 備考



（R7→R8）

工　種 一般土木・総則

1-9-①-1

現　　行 改　　正 備考

土木工事標準積算基準書（総則・共通編）　新旧表【令和8年4月改定】



（R7→R8）
現　　行 改　　正 備考

工　種 一般土木・総則

1-9-①-2

土木工事標準積算基準書（総則・共通編）　新旧表【令和8年4月改定】



港湾漁港請負工事積算基準の一部改定について（通知）

記

１．改訂内容 一般管理費率の変更

港湾・漁港請負工事積算基準の改定内容   ：別紙１参照

２．適 用 令和８年 4 月１日以降に起工するものに適用する。

閲 覧 用



港湾漁港請負工事積算基準　新旧表【令和8年4月改定】
現　　行 改　　正 備考

2-3-1



令和７年度 設計業務等標準積算基準書について、下記のとおり一部改定いたしま

す。

記

１．改定箇所 設計・調査及び測量業務積算運用の手引き

第４章 発注者支援業務編

第６章 橋梁調査設計委託積算基準

２．改定内容 別添「新旧対照表」のとおり

３．適 用 令和８年４月１日以降に起工する業務委託

閲 覧 用



（R7）

第４章 発注者支援業務編 第４章 発注者支援業務編

 7 発注者支援業務積算基準（NERC発注）  7 発注者支援業務積算基準（NERC発注）

  第1章 総則 3.業務委託料の積算 ｂ 旅費交通費等   第1章 総則 3.業務委託料の積算 ｂ 旅費交通費等

   離島地区（遠離島）における業務で宿泊を伴う場合は、「発注者支援業務における宿泊費    離島地区（遠離島）における業務について宿泊を伴う場合、宿泊費は「職員の旅費に関す

   の運用基準（試行）」に基づき積算するものとする。    る条例」に準じて積算すること。なお、宿泊を伴う外業所要日数の休日補正については、

   設計業務等標準積算基準書（参考資料）の第１編総則 第２章積算基準（参考資料）

   第１節積算基準 １－３旅費交通費を参考とする。

第４章 発注者支援業務編 第４章 発注者支援業務編

 8 発注者支援業務積算基準（競争入札による発注）  8 発注者支援業務積算基準（競争入札による発注）

  第1章 総則 3.業務委託料の積算 ｂ 旅費交通費等   第1章 総則 3.業務委託料の積算 ｂ 旅費交通費等

   離島地区（遠離島）における業務で宿泊を伴う場合は、「発注者支援業務における宿泊費    離島地区（遠離島）における業務について宿泊を伴う場合、宿泊費は「職員の旅費に関す

   の運用基準（試行）」に基づき積算するものとする。    る条例」に準じて積算すること。なお、宿泊を伴う外業所要日数の休日補正については、

   設計業務等標準積算基準書（参考資料）の第１編総則 第２章積算基準（参考資料）

   第１節積算基準 １－３旅費交通費を参考とする。

備  考

設計・調査及び測量業務積算運用の手引き

改  正（令和8年4月1日） 現  行

発－86

発－95

削除

削除



（R7）

第６章 橋梁調査設計委託積算基準 第６章 橋梁調査設計委託積算基準

 1-3 橋梁補修調査設計委託標準歩掛 3.2 損傷個所の確認調査  1-3 橋梁補修調査設計委託標準歩掛 3.2 損傷個所の確認調査

  3.2.1 損傷個所の確認調査（Ⅰ） 2）適用範囲   3.2.1 損傷個所の確認調査（Ⅰ） 2）適用範囲

    原則として、15m以上の橋梁に適用する。     原則として、15m以上の橋梁に適用する。

    一般的な桁橋に適用し，特殊な構造形式の場合は別途見積を取るものとする。     一般的な桁橋に適用し，特殊な構造形式の場合は別途見積を取るものとする。

    既設橋梁の補修設計に先立ち、橋梁各部の形状寸法や損傷規模、内容を把握することを

    目的として実施する外観変状調査（近接目視点検）に適用する。

    外観変状調査は「長崎県橋梁点検マニュアル（案）」に規定する定期点検「点検B」に

    準拠し、「点検B」の調書作成に係る作業を含む。

    補修対象となる部材の形状寸法や、橋長、幅員などの補修に際しての基礎的な情報が不

    足する場合には、形状寸法調査を含む。但し、一般図作成を目的とした橋梁全体の形状

    寸法調査は対象とせず、この場合は別途見積を取るものとする。

  3.2.2 損傷個所の確認調査（Ⅱ） 2）適用範囲   3.2.2 損傷個所の確認調査（Ⅱ） 2）適用範囲

    原則として、15m未満の橋梁に適用する。     原則として、15m未満の橋梁に適用する。

    一般的な桁橋に適用し，特殊な構造形式の場合は別途見積を取るものとする。     一般的な桁橋に適用し，特殊な構造形式の場合は別途見積を取るものとする。

    既設橋梁の補修設計に先立ち、橋梁各部の形状寸法や損傷規模、内容を把握することを

    目的として実施する外観変状調査（近接目視点検）に適用する。

    外観変状調査は「長崎県橋梁点検マニュアル（案）」に規定する定期点検「点検B」の

    調書作成を含まない。

    補修対象となる部材の形状寸法や、橋長、幅員などの補修に際しての基礎的な情報が不

    足する場合には、形状寸法調査を含む。但し、一般図作成を目的とした橋梁全体の形状

    寸法調査は対象とせず、この場合は別途見積を取るものとする。

改  正（令和8年4月1日） 現  行 備  考

（追記）

橋－3

橋－4

設計・調査及び測量業務積算運用の手引き

（追記）



（R7）

第６章 橋梁調査設計委託積算基準 第６章 橋梁調査設計委託積算基準

 1-3 橋梁補修調査設計委託標準歩掛  1-3 橋梁補修調査設計委託標準歩掛

  4.6 電子成果品作成費

   「土木設計業務等の電子納品要領」に基づく電子成果品の作成費用は、次の計算式により

   算出するものとする。ただし、これによりがたい場合は別途計上する。

    電子成果品作成費（千円）＝６．９ X ０．４５

     ただし、X：直接人件費（千円）

   １．上式の電子成果品作成費の算出にあたっては、直接人件費を千円単位（小数点以下切

     り捨て）で代入する。

   ２．算出された電子成果品作成費（千円）は、千円未満を切り捨てる（小数点以下切り捨

     て）ものとする。

   ３．電子成果品作成費の上下限については、上限：700千円、下限：20千円とする。

設計・調査及び測量業務積算運用の手引き

（追加）
橋－20

改  正（令和8年4月1日） 現  行 備  考


